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平成２７年第８回定例教育委員会会議 

 

１ 日  時  平成２７年８月１７日（月曜日） 

午前９時３０分～午前１０時３５分 

 

２ 場  所  中央図書館 ２階 視聴覚ホール 

 

３ 出席委員  委員長 小野寺  巧 

委 員 簑輪  菊雄 

委 員 齊藤  久也 

委 員 大久保 春美 

教育長 森 元  州 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 署名委員  委 員 大久保 春美 

 

６ 説明職員  教 育 部 長 山岸仁史   水谷公民館長 冨塚一資  

教 育 部 長 山口武士   水谷東公民館長 本間直子  

理事     友光範之  水子貝塚資料館長兼 加藤秀之  

副部長兼   木村久志   難波田城資料館長事務取扱 

生涯学習課長事務取扱        学校給食センター所長 鳥海謙一 

教育政策課長 林 みどり  教育相談室長事務代理 藤谷健二  

学校教育課長 齊藤  宏  

小中学校連携教育推進担当課長 辻口幸恵  

鶴瀬公民館長兼 佐藤博信  

南畑公民館長 

 

７ 傍 聴 者  ０人 

 

８ 議題及び議事の大要 

日程第一 議事事項 

議案第２１号 平成２７年度富士見市一般会計補正予算案について 

[顛末] 原案のとおり議決した。 
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議案第２２号 富士見市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

[顛末] 原案のとおり議決した。 

 

議案第２３号 富士見市スポーツ推進計画（案）の策定について（諮問） 

[顛末] 原案のとおり議決した。 

 

日程第二 報告事項 

（１）富士見市学校給食センター運営委員会委員の辞任の承認について 

（２）埼玉県学力・学習状況調査の結果について 

（３）中学生の全国大会及び関東大会の出場について 

（４）星空シアターについて 

（５）学校大規模改造工事について 
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会議の進行状況 

教育委員長  開会宣言（午前９時３０分） 

事務局    前回の会議録朗読 

教育委員長  署名委員に大久保春美委員を選任します。 

 

 

日程第一 議事事項 

議案第２１号 平成２７年度富士見市一般会計補正予算案について 

【説明】 

教育委員長 提案説明を教育長お願いします。 

教育長   提案理由を説明。 

理 事   資料に基づき説明。 

【質疑内容概要】 

教育委員長 市民説明会で出たご意見等についてお聞きします。 

理 事   メインアリーナの屋根を架け替えることに関して、賛同される方もいら

っしゃれば、心配される方もいらっしゃいましたが、安全第一で進めて

いくことをお話ししました。 

 

教育委員長 「議案第２１号 平成２７年度富士見市一般会計補正予算案について」

を議決してよろしいでしょうか。 

〔各委員賛同〕 

教育委員長 「議案第２１号 平成２７年度富士見市一般会計補正予算案について」

は議決されました。 

 

議案第２２号 富士見市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

【説明】 

教育委員長 提案説明を教育長お願いします。 

教育長   提案理由を説明。 

学校給食センター所長 資料に基づき説明。 

【質疑内容概要】 

教育委員  本年６月の教育委員会会議において議決し、本年７月１日から任期１年

の委嘱をしたばかりなので、わずか１か月程度で辞任していることにな

ります。この間に、本運営委員会の会合は開催されたのでしょうか。ま

た、開催された場合、当該委員は出席されたのでしょうか。 

学校給食センター所長 １回開催されましたが、当該委員は欠席しました。 
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教育委員  後任の委員の任期についてお聞きします。また、今回のような任期途中

の急な交代の場合は、教育長が専決処理することはできないのでしょう

か。 

学校給食センター所長 今回、委員である保健所長が人事異動により７月に交代したため、学

校給食センター運営委員会規則に基づき、委嘱をするものです。 

教育政策課長  本件は、教育長に対する事務委任規則において、教育長に委任されて

いる事務ではないため、このように議案としています。 

教育委員長 後任の委員の任期についてお聞きします。 

学校給食センター所長 後任の委員の任期は、前任者の残任期間とすると定められています。 

教育委員  学校給食センター運営委員会規則の条文では、保健所長等、当該条文に

掲げた方が必ず入っていなければならないと解釈できかねます。また、

委員の総数についても下限を示していません。他の委員会の例規との違

いも含め、確認をしていただきたいと思います。 

学校給食センター所長 いただいたご意見をふまえて確認します。 

 

教育委員長 「議案第２２号 富士見市学校給食センター運営委員会委員の委嘱につ

いて」を議決してよろしいでしょうか。 

〔各委員賛同〕 

教育委員長 「議案第２２号 富士見市学校給食センター運営委員会委員の委嘱につ

いて」は議決されました。 

 

議案第２３号 富士見市スポーツ推進計画（案）の策定について（諮問） 

【説明】 

教育委員長 提案説明を教育長お願いします。 

教育長   提案理由を説明。 

生涯学習課長  資料に基づき説明。 

【質疑内容概要】 

教育委員  資料の４ページに県内他自治体のスポーツ推進計画策定状況があります。

このなかで、「主な市」と書かれているのは、「県内全市」の間違いでは

ないでしょうか。 

生涯学習課長  委員ご指摘のとおりです。 

教育委員  県内自治体の計画策定状況は、どのように調査したのでしょうか。 

生涯学習課長  県に確認し、併せて各自治体のホームページで確認しています。 

教育委員  調査項目は、名称・期間・内容等でしょうか。 

生涯学習課長  本日は、詳細資料は用意していませんが、委員ご指摘のとおりです。 
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教育委員  諮問する富士見市スポーツ推進審議会にも、この調査結果を提供してい

ただければと思います。 

スポーツ推進のための施策には、高齢者・障がい者・社会人・子育て中

の方等、スポーツをする機会の少なくなりがちな方も念頭に置いていた

だきたいと思います。特に、このような方々に周知し、ニーズを掘り起

こす仕組みをつくり、競技スポーツ以外のスポーツを通じての交流の機

会を設けることが重要だと思います。このような基本的な課題を克服し

てから、ニュースポーツ等の新しいことを進めるべきだと思います。 

指導者のいない中学校の部活動に、地域の指導者が参加するような仕組

みをつくっていただきたいと思います。 

生涯学習課長  先日のスポーツ推進審議会において、委員である特別支援学校の先生か

らも、障がいのある子どもたちが利用でき、行きたいという気持ちにな

るスポーツの場をどうつくるか等の課題をお聞きしています。また、新

規の体育館利用者をどのように増やしていくかといった課題もお聞きし

ています。 

教育委員  スポーツの「推進」をどのような指標で評価するかも重要だと思います。

これは、本計画で定めるスポーツの「定義」が基準になると考えます。 

生涯学習課長  貴重なご意見として承ります。 

競技スポーツ以外のラジオ体操・ウオーキング等も念頭に置いています。 

教育委員長 資料の策定スケジュールでは、平成２９年１月の教育委員会の議決を目

標にしていますが、その前にはどの程度、中間報告をいただけるのでし

ょうか。 

生涯学習課長  できるだけ中間報告をしたいと考えております。 

 

教育委員長 「議案第２３号 富士見市スポーツ推進計画（案）の策定について（諮

問）」を議決してよろしいでしょうか。 

〔各委員賛同〕 

教育委員長 「議案第２３号 富士見市スポーツ推進計画（案）の策定について（諮

問）」は議決されました。 
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日程第二 報告事項 

 （１）富士見市学校給食センター運営委員会委員の辞任の承認について 

【説明】 

学校給食センター所長 資料に基づき説明。 

【質疑内容概要】 

なし 

 

（２）埼玉県学力・学習状況調査の結果について 

【説明】 

学校教育課長 資料に基づき説明。 

【質疑応答】 

教育委員  資料によると、今年度からは、「児童生徒一人一人の学力の伸びを把握す

ることができる」とありますが、何をもって「伸び」とするのでしょう

か。得点でしょうか。または、他にあるのでしょうか。 

学校教育課長 現段階では、県から具体的な基準は示されていませんが、前回と同種の

問題や基本問題等を出題し、その正答率を比較するようです。 

教育委員  点数に一喜一憂するのはよくないと思います。 

学校現場で、「個々人の伸びが見てもらえる」と喜びの声を聞きましたが、

点数に終始すると、弊害が出ると思います。子どもの努力の結果が、必

ずしも点数に反映されるとは限りません。先生方には、子どものやる気・

目の輝きをしっかりと見て、指導をしていただきたいと思います。 

学校教育課長 点数だけでなく、一人一人に対応します。 

教育委員  問題の冊子が３種類あるというのはどういうことでしょうか。 

学校教育課長  全員が同じ問題を解くのではなく、３種類の問題冊子があります。 

教育部長  今までは、全員がまったく同じ問題を解いていましたが、今年度からは

ＡからＣの３種類の問題冊子があります。出題される分野等の構成はす

べて同じですが、問題そのものは異なるものになっています。 

教育委員  今年度「Ａ」の冊子を解いた児童生徒は、次回も「Ａ」を解くのでしょ

うか。 

学校教育課長 県から具体的な方法等は示されていません。 

教育委員  資料の調査内容の欄に「調査を行ける」とありますが「調査を受ける」

等の間違いではないでしょうか。 

学校教育課長 委員ご指摘のとおりです。 

教育委員  「規律ある態度」の調査は、自己申告でしょうか。また、今年度が初め

てでしょうか。 
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学校教育課長 「よくできる」及び「だいたいできる」と回答した児童生徒を集計して

います。この調査は、以前から行っています。 

教育委員  あいさつをしない年頃ではあると思いますが、継続的に調査することで、

成長が見えて、本人たちに自覚させることもできるので、よい調査だと

思います。 

 

（３）中学生の全国大会及び関東大会の出場について 

【説明】 

学校教育課長 資料に基づき説明。 

【質疑応答】 

教育委員  この活躍を、ホームページや公民館等で、報告・周知していただきたい

と思います。市民が富士見市により愛着を持つようになると思います。 

 

（４）星空シアターについて 

【説明】 

水子貝塚資料館長兼難波田城資料館長事務取扱 資料に基づき説明。 

【質疑応答】 

なし 

 

（５）学校大規模改造工事について 

【説明】 

教育政策課長 説明。 

【質疑応答】 

なし 

 

教育委員長 閉会宣言（午前１０時３５分） 

 


